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第６章 行政・組織経営 

＜まちを未来へとつなぐ、きりっと丁寧な仕事をする役場があるまち＞ 

 

第１項 (1)窓口サービスに関する基本計画 

＜政策＞ 来庁者に優しく、便利なサービス窓口があるまち 

 

■政策の基本方針                 
 
 
 
 
     ■前期基本計画の評価             ■課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■政策・施策の展開 

 

＜  政   策  ＞                     ＜  施    策  ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜SDGs による目標＞ 

   
   

１.(1) 来庁者に優しく、便利なサービス

窓口があるまち 

② 窓口サービスの向上 

③ 人権や法律に関する相談事業の 

推進 

① 住民情報システム及び戸籍総合 

システムの有効活用 

○住民サービス、窓口サービスの向上のた

め、更なる業務分担や再編などを検討し

ていく必要があります。環境整備として、

窓口のローカウンター増設など受入体制

の充実が求められています。 

○窓口対応、業務効率化のために、ＩＣＴ

の活用を更に取り入れていく必要があり

ます。 

○全町民がマイナンバーカードの交付を受

け、デジタル化の恩恵を受けられるよう、

理解・普及が必要とされています。 

住民の視点に立ち、様々なニーズに対応できる窓口サービスの提供に努めます。 

ＩＣＴの活用やわかりやすい窓口の配置、庁舎案内、丁寧な接遇等、利用者に優しいサービス

窓口づくりを進めます。 

・窓口サービスについては、マイナンバーカ

ードを活用した証明書のコンビニエンス

ストア交付の開始や、オンラインによる転

出届及び転入予約等、行政サービスの利便

性向上を図りました。 

・マイナンバーカード交付率向上を掲げ、４

年間で交付率が58％と向上しました（令

和５年３月31日時点）。 

・証明書のコンビニエンスストア交付を導入

し、来庁しなくても証明書が取れるように

なりました。 
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○町民のための役場であることを常に意識

し、来庁者の立場に立った、親切で優し

い窓口対応を心がけます。 

○全町民へのマイナンバーカード交付を

目指し、支援機関等と共に円滑な申請を

進め、交付率の向上を図ります。 

 

＜主な事務事業＞ 

 ・窓口サービス向上事業 

 ・窓口環境整備事業（庁舎管理事業に含む） 

 

③ 人権や法律に関する相談事業の推進 

 

＜主な事務事業＞ 

 ・無料法律相談事業 

 ・人権擁護事業  

 

 

 

① 住民情報システム及び戸籍総合システ

ムの有効利用 

○システムの適切な運用と活用により、窓

口業務の迅速で的確な処理を目指しま

す。 

○災害等に対応できる情報のバックアップ

体制を充実し、速やかな窓口業務の復旧

を図ります。 

 

＜主な事務事業＞ 

 ・住民基本台帳事業 

 ・戸籍事務事業 

 

② 窓口サービスの向上 

○窓口サービスの向上と効率的なワンスト

ップサービス実現のため、行政手続のオ

ンライン化を進めるとともにＩＣＴの活

用を図り、将来のＡＩ・ＲＰＡ※の導入に

ついても検討します。 

 

■施策の方向性と主な事務事業 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

■政策・施策の目標指標  

№ 指標の内容 
策定時 

（平成 29 年度） 

実績値 

（令和 4 年度） 

目標値（指標） 

（令和 9 年度） 

１ 
「親切で親しまれる窓口サービスの推

進」に対する満足度（5 点満点中） 
3.6 点 3.8 点 4.0 点 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

※RPA（Robotic Process Automation）：人が日常的にパソコンで行っている作業を、人が行うのと同じように自動化すること。 
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第２項 (1)財政経営に関する基本計画 

＜政策＞ 健全で将来を見据えた経営感覚にあふれるまち 

                         

■政策の基本方針               
 
 
 
 
 
 
     ■前期基本計画の評価             ■課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【財政・会計】 

○少子高齢社会の進行に伴う人口減少や国

の財政債務の増大により、町税収入や地

方交付税などの減少も想定されるため、

今後の財政需要を考慮した中長期の財政

計画が求められています。 

○町の公共施設は、一斉に更新の時期を迎

えており、計画的で適切な対応が求めら

れています。 

【税務】 

○マイナンバー制度に基づく各種業務や、

複雑化する税制度等に対応する必要があ

ります。 

○納税義務の公平性を確保するために、適

切に滞納整理を行い、仙南地域広域行政

事務組合及び宮城県地方税滞納整理機構

と連携しながら、滞納額の縮減に努める

必要があります。 

【財産管理】 

○多くの公共施設が耐用年数を過ぎ、維

持・管理費用も増えています。令和４年

度に改訂した公共施設等総合管理計画に

基づき、施設量の適正化、長寿命化、適

切な施設配置と民間活力導入の検討等を

行っていく必要があります。 

○将来において活用見込みがない未利用資

産については、売却や公共用地としての

利用などの検討を進める必要がありま

す。 

○役場庁舎については、老朽化している設

備機器の更新等、計画的な改修計画を立

てる必要があります。 

 

・各種計画から得られる数値などの分析を行

い、財政に影響を及ぼす外的要因を把 

握しながら、財政計画に反映してきました。 

・公共施設等総合管理計画の改訂により、各

施設の現状、中長期的な維持管理、更新等

のコストの把握とともに、今後の施設管

理・運営・整備等の方針を示しました。 

・納税者の多様な生活スタイルに対応するた

め、コンビニエンスストア収納をはじめと

したクレジットカードやスマートフォンア

プリ、電子納税等、納税環境の拡充を行い、

収納率が向上しました。 

 

少子高齢化社会や公共施設の更新等、行政経費が増大することが見込まれることから、各種

計画と連動した財政計画により、自主性・自立性のある健全な財政経営に努めます。 

税務行政においては、税に対する理解を求めながら、公正で適正な課税と、公平で納税者に

便利な納税と徴収に努めます。 

町の財産管理については、将来の社会状況を見据えながら、適切な管理と施設の更新を計画

的に進めます。 
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■政策・施策の展開 

＜  政   策  ＞                      ＜  施    策  ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜SDGs による目標＞ 

   
 

 

 

■施策の方向性と主な事務事業 
  

  

2.(1) 健全で将来を見据えた経営感

覚にあふれるまち 

② さまざまな増収対策の実施 

① 安定して堅実な財政運営 

③ 正確な会計管理の推進   

⑥ 公共財産の有効活用   

④ 適正な税務行政の推進 

⑦ 効率的な庁舎管理等の推進 

⑤ 公平な徴収の実施 

※クラウドファンディング：事業等を立ち上げた人や法人に対し、不特定多数の人が購入・寄附等により資金を供与する仕組み 

※ネーミングライツ：命名権と訳され、施設やイベントの名称をつける権利を指し、運営資金を調達する手法。 

① 安定して堅実な財政運営 

○コスト意識を大切にした予算編成や財

務書類の作成による指標化、そして適切

な評価の実施等により、的確で堅実な財

政運営に努めます。また、これらの情報

公開により、広く住民に理解を得なが

ら、財政運営を行います。 

○プライマリーバランスに留意しながら

計画的で適切な地方債の借入と償還を

実施するとともに、中長期的な財政計画

を作成し、持続可能な財政運営を目指し

ます。 

 

＜主な事務事業＞ 

・財務会計システム管理事業 

 ・財政計画等策定事業 

 ・公会計システム活用事業 

 ・地方債償還事業 

 

② さまざまな増収対策の実施 

○引き続き、「ふるさと納税」により本町の

魅力を発信しながら、寄附者を募ってい

きます。同様に「企業版ふるさと納税」

によるパートナー企業を募るとともに、

クラウドファンディング※やネーミング

ライツ※等を活用し、自主財源の確保に努

めます。 

 

＜主な事務事業＞ 

 ・ふるさと納税事業 

 ・企業版ふるさと納税事業 

 

③ 正確な会計管理の推進 

○正確な出納と的確な資金運用等を図りま

す。 
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■施策の方向性と主な事務事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■政策・施策の目標指標  

№ 指標の内容 
策定時 

（平成 29 年度） 

現状値 

（令和 4 年度） 

目標値（指標） 

（令和 9 年度） 

１ 経常収支比率 88.4％（H28 決算） 96.0％（R4 決算） 95.0％ 

２ 実質公債費比率 0.7％（H27 決算） 1.8％（R4 決算） 5.0％ 

３ 将来負担比率 14.5％（H27 決算） なし（R4 決算） 20.0％ 

４ 財政力指数 0.61 0.62 0.60 

５ 町税の収納率 95.3％ 97.1％ 97.3％ 

 

 

⑥ 公共財産の有効活用 

○公共施設等総合管理計画に基づき、老朽

化対策を図るとともに、適切な施設配置

及び効果的・効率的な運営を検討します。 

○未利用地や定額で賃貸している土地につ

いて、有効な活用や処分を検討します。 

 

＜主な事務事業＞ 

 ・公共施設等総合管理事業  

 ・町有財産の管理事業 

 ・土地等町有財産未利用地の有効活用事業 

 

⑦ 効率的な庁舎管理等の推進 

○役場庁舎の老朽化については、計画的に

優先順位を設けて施設の改修、設備の更

新を行います。 

○国の政策展開に合わせた整備のほか、窓

口のローカウンターの増設、他施設との

複合化・集約化を検討し、住民サービス

と窓口サービスの向上を目的とした、役

場庁舎の環境整備を推進します。 

 

＜主な事務事業＞ 

  ・役場庁舎維持管理事業 

  ・公用車等維持管理事業 

   

④ 適正な税務行政の推進 

○公平で適正な課税に努めるとともに、税 

のしくみや改正などについて住民に情報

提供し、啓発などにより租税に対する説 

明責任や理解向上を図ります。 

 

＜主な事務事業＞ 

 ・住民税進行管理事業 

 ・軽自動車税進行管理事業  

 ・法人住民税進行管理事業 

 ・固定資産税進行管理事業 

 

⑤ 公平な徴収の実施 

○適正な徴収管理に努め、収納率の向上を

図ります。 

○滞納案件については、公平な負担を求め

るため、実態調査や財産調査、適切な滞

納整理を実施します。 

○電子納税の拡大等、納税環境の充実によ

り、納税者の利便性と収納率の向上を目

指します。 

 

＜主な事務事業＞ 

・税業務一般管理事業 

・収納関係進行管理事業 

・納税組合等管理事業 
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第３項 (1)行政組織に関する基本計画 

＜政策＞ 時代の変化に対応できる役場組織を目指すまち 

                          

■政策の基本方針             
 
 
 
     ■前期基本計画の評価              
 
 
 
 
 
 
     ■課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■政策・施策の展開 

 

＜  政   策  ＞                      ＜  施    策  ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜SDGs による目標＞ 

    

① 時代に対応した組織づくりの推進 3.(1) 時代の変化に対応できる役場組

織を目指すまち 

多様化する住民ニーズに対応できる、組織及び業務の再編を進めるとともに、様々な研修機

会を通じた職員育成を図り、信頼される職員（ひと）づくりを推進します。  

③ 定員管理適正化の推進 

○人事評価制度は、職員のモチベーション

向上に繋げるよう制度の改善を図るとと

もに、今後は、既に開始した勤勉手当の

成績率への反映のほか、昇給・昇格及び

分限判定への活用が求められています。 

○職員研修においては、市町村職員研修所

のほか、東北自治研修所や市町村アカデ

ミーが主催する中長期の研修に参加する

など、職員の更なるスキルアップを図る

必要があります。 

○令和５年４月から職員の定年が 65 歳ま

で段階的に引上げられ、60 歳での役職定

年制も導入されました。今後は、高齢層

の職員の知識を若手職員に伝達してもら

うなど、定年引上げの制度を活用した組

織の活性化が求められています。 

② 信頼される職員（ひと）づくりの推進 

○保健師、保育士、土木建築技師等の専

門職の確保が年々難しくなっていると

ともに、年齢構成のアンバランスが課

題となっています。 
○こどもまんなか社会の実現に向けて、

こども家庭センターの設置など、子育

て支援に係る相談窓口の一元化が求め

られています。 

 

・人事評価制度については、令和２年度に

設置した人事評価制度検討委員会及び作

業部会での協議を経て策定した、人事評

価実施規程に基づき実施し、職員の資質

向上を図っています。 
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■施策の方向性と主な事務事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■政策・施策の目標指標  

№ 指標の内容 
策定時 

（平成 29 年度） 

実績値 

（令和 4 年度） 

目標値（指標） 

（令和 9 年度） 

１ 
「役場組織の行政改革の推進」に対する

満足度（5 点満点中） 
3.1 点 3.2 点 3.3 点 

２ 指定管理者制度を活用した施設数 3 3 4 

３ 階層別研修以外の外部研修参加者数 22 人 31 人 35 人 

 
 
 
 
 
 
 
 

① 時代に対応した組織づくりの推進 

○社会変化に柔軟に対応するため、効率的

な組織づくりの推進と業務の再編を進め

ます。 

 

＜主な事務事業＞ 

 ・組織再編等検討事業 

 

② 信頼される職員（ひと）づくりの推進 

○専門職や急速な情報化などへ対応できる

人材確保はもとより、住民との連携の促

進に向けた政策調整能力等の向上を目指

した職員育成を推進します。 

○組織としての成果・業績を向上させるこ

とはもとより、職員の人材育成やモチベ

ーションを高めるため、人事評価制度の

改善と活用を推進します。 

○現在の職員研修体制の充実を図るととも

に、民間企業や大学等の教育機関との連

携と協力体制づくりを進め、職員が自発

的に意識改革と能力開発に取り組める体

制づくりを進めます。また、職員一人ひ

とりのコンプライアンスに対する意識の

徹底を図ります。 

 

＜主な事務事業＞ 

 ・人事評価事業 

 ・職員研修事業 

 

③ 定員管理適正化の推進 

○新たに策定する定員管理計画に基づき、

定年延長となる高齢層の職員との調整を

図りながら、計画的な職員採用を実施し

ます。また、専門職・技術職の年齢構成

のアンバランスを解消するため、社会人

採用などを踏まえた人材の確保を図りま

す。 

○民間事業者等のノウハウを活用すること

で住民サービスの向上が期待できるもの

については、民間委託、指定管理制度の

導入等を推進します。 

 

＜主な事務事業＞ 

 ・定員管理事業 
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第４項 (1)行政経営と進行管理に関する基本計画 

＜政策＞ 時代の変化に対応できる改革を進めるまち 

 

■政策の基本方針               
 
 
 
      

■前期基本計画の評価            ■課題 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

■政策・施策の展開 
 

＜  政   策  ＞                      ＜  施    策  ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜SDGs による目標＞ 

   
 

 

 

ＰＤＣＡサイクルによる適切な評価と改善による計画の進行管理を徹底します。 

安定したセキュリティ対策に基づくＩＣＴ技術の活用により、職員の迅速で効率的な事務能力

向上を図るなど、時代と社会の変化に合わせた行財政改革の見直しを進めます。 

① 計画策定と適切な進行管理・評価 

の推進 

② 行政情報化の推進 

○長期総合計画を頂点として、各種基本計

画、実施計画等を策定し、事務事業を展

開しています。施策や事務事業の展開に

おいて、ＰＤＣＡサイクルのうち、チェ

ック（評価）とアクション（改善）の段

階が徹底されていない状況があります。 

○健全な財政運営及び効率的な行政運営を

一体的に進める行財政改革大綱の見直し

が必要とされています。 

○ＤＸ全体方針に基づき、業務効率化とな

るＩＣＴシステム導入及び職員の情報処

理能力の向上などが求められています。 

③ 総合的な行財政改革の推進 

4.(1) 時代の変化に対応できる改革を

進めるまち 

・各種計画の進行管理においてＰＤＣＡ

サイクルを活用した取り組みが不十分

な状況があります。 

・大規模事業評価や住民満足度調査を実

施し、事業改善・計画づくりにつなげ

てきました。 

・ICT 利活用を促進するため、職員対象

のセミナーや研修会を実施しました。 

・行政のデジタル化を推進するため、Ｄ

Ｘ全体方針を策定しました。 
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■施策の方向性と主な事務事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■政策・施策の目標指標  

№ 指標の内容 
策定時 

（平成 29 年度） 

実績値 

（令和 4 年度） 

目標値（指標） 

（令和 9 年度） 

１ 
「役場組織の行政改革の推進」に

対する満足度（5 点満点中） 
3.1 点 3.2 点 3.3 点 

2 
指定管理者制度を活用した施設

数 
3 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※情報リテラシー：情報を十分に使いこなせる能力。大量の情報のなかから必要なものを収集し分析活用するための知識や技能。 

① 計画策定と適切な進行管理・評価の推

進 

○ＰＤＣＡサイクルを遵守した、長期総合

計画をはじめとする各種計画の進行管理

を徹底します。また、事務事業の実施の

各種手続きにおいて、ＰＤＣＡサイクル

が実施されるよう取り組みます。 

○評価においては、実施計画作成時に事務

事業の内容評価を行い、評価に関する職

員間の認識を深め、改善、見直しを図っ

ていきます。また、住民満足度調査及び

大規模事業評価の結果を捉え、評価内容

や必要性を踏まえながら、制度の改善、

見直しを図ります。 

 

＜主な事務事業＞ 

 ・総合計画の策定と進行管理事業 

 ・行政評価推進事業 

 ・大規模事業評価事業 

 

 

② 行政情報化の推進 

○現在導入しているＩＣＴシステム等を活

用し、さらなる最適化を図ります。新し

いシステムの導入については、必要性、

費用対効果に配慮しつつ、着実な取り組

みを行います。 

○ＩＣＴの研修機会等を充実し、時代の状

況変化に対応できる職員の能力育成と、

情報リテラシー※の向上を図ります。 

○ＤＸ全体方針に基づき、デジタル化推進

員と連携し庁内のＤＸを推進します。 

 

＜主な事務事業＞ 

 ・ＩＣＴ機器管理事業 

 ・セキュリティ対策事業 

 ・総合行政ネットワーク事業 

 

③ 総合的な行財政改革の推進 

○本長期総合計画の方針と時代変化に合わ

せ見直しをし、後期基本計画を進める中で

行財政改革に取り組んでいきます。 

○各課、各政策分野にわたる改善事業等を

とりまとめ、総合的な行財政改革のしく

みづくりを推進します。 

 

＜主な事務事業＞ 

 ・行財政改革推進事業 
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第５項 (1)選挙に関する基本計画 

＜政策＞ 民主主義の基本である選挙の適正な管理と執行を図る 

 

■政策の基本方針    

■政策・施策の展開 
＜  政   策  ＞                      ＜  施    策  ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６項 (1)議会に関する基本計画 

＜政策＞ 透明性のある政策決定と適切な行政組織の監視を図る 

 

■政策の基本方針    
■政策・施策の展開 

＜  政   策  ＞                      ＜  施    策  ＞ 

 

 

 

 

 
 

第７項 (1)統計調査に関する基本計画 

＜政策＞ 統計調査により町の情報を把握し、よりよい政策反映を図る 

 

■政策の基本方針     
■政策・施策の展開 

＜  政   策  ＞                      ＜  施    策  ＞ 

 

 

 

 
 

 

② 予算・決算の適切な執行監視と 

指導の推進 

② 選挙啓発活動の推進 

③ 選挙の適正な執行 

5.(1) 民主主義の基本である選挙の適

正な管理と執行を図る 

① 選挙管理委員会活動の推進 

② 正確な各種統計調査の実施 

① 統計調査員の確保と統計情報の 

活用 7.(1) 統計調査により町の情報を把握

し、よりよい政策反映を図る 

政策決定プロセスの透明性を確保し開かれた議会運営を推進します。 

① 情報公開による開かれた議会運

営を推進する 
6.(1) 透明性のある政策決定と適切な 

行政組織の監視を図る 

適正な選挙の管理と執行を行い、１票の声を大切にします。 

町の現状をデータとして蓄積・分析し、政策形成に活かします。 
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